
5-高橋弘先生略歴及び業芯

高
橋
　
弘
先
生
略
歴
及
び
業
績

昭
和
一
八
年
一
一
月
二
一
日
生

(
学
　
　
歴
)

昭
和
三
八
年
　
四
月

昭
和
四
二
年
　
三
月

昭
和
四
二
年
　
四
月

昭
和
四
四
年
　
三
月

・.'es-　歴、 ・・

昭
和
四
四
年
　
四
月
・

昭
和
四
六
年
　
八
月

昭
和
四
七
年
　
四
月

昭
和
五
一
年
　
四
月

昭
和
五
二
年
　
五
月

昭
和
五
三
年
　
四
月

大
阪
市
立
大
学
法
学
部
入
学

大
阪
市
立
大
学
法
学
部
卒
業

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
民
事
法
専
攻
入
学

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
民
事
法
専
攻
修
了
(
法
学
修
士
)

大
阪
市
立
大
学
法
学
部
助
手

広
島
大
学
政
経
学
部
助
手

広
島
大
学
政
経
学
部
講
師
(
民
法
担
当
)

広
島
大
学
政
経
学
部
助
教
授
(
民
法
担
当
)

広
島
大
学
法
学
部
助
教
授
(
民
法
担
当
)

広
島
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
担
当



昭
和
五
三
年
　
七
月

昭
和
五
八
年
　
四
月

昭
和
六
一
年
　
四
月

平
成
　
五
年
　
五
月

平
成
　
九
年
　
五
月

平
成
一
一
年
　
四
月

平
成
一
一
年
　
四
月

平
成
一
六
年
　
四
月

平
成
一
九
年
　
一
月

平
成
一
九
年
　
三
月

平
成
一
九
年
　
四
月

平
成
一
九
年
　
四
月

平
成
一
九
年
　
四
月

平
成
l
九
年
　
七
月

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
へ
出
張
(
昭
和
五
五
年
七
月
ま
で
)

広
島
大
学
法
学
部
教
授
(
民
法
担
当
)

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
担
当

広
島
大
学
評
議
員
　
(
併
任
‥
平
成
七
年
五
月
ま
で
)

広
島
大
学
評
議
員
　
(
併
任
‥
平
成
一
一
年
三
月
ま
で
)

広
島
大
学
法
学
部
長
(
併
任
‥
平
成
一
三
年
三
月
ま
で
)

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
長
(
併
任
‥
平
成
一
二
年
三
月
ま
で
)

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
教
授
(
法
学
部
併
任
)

広
島
大
学
学
長
補
佐
(
危
機
管
理
担
当
)
　
併
任

定
年
に
よ
り
退
職

広
島
大
学
名
誉
教
授

広
島
大
学
特
任
教
授
(
現
在
に
至
る
)

広
島
大
学
学
長
補
佐
(
危
機
管
理
担
当
)
併
任
(
平
成
一
九
年
六
月
ま
で
)

広
島
大
学
副
理
事
(
法
務
担
当
)
併
任
(
現
在
に
至
る
)

(
社
会
に
お
け
る
活
動
)

昭
和
五
六
年
　
四
月

平
成
　
七
年
一
月

国
民
生
活
審
議
会
専
門
委
員
　
(
昭
和
五
七
年
六
月
ま
で
)

広
島
県
土
地
収
用
委
員
会
委
員
(
平
成
二
年
三
月
ま
で
)



7-高橋弘先生略歴及び業績

平
成
　
八
年

平
成
一
一
年

平
成
一
三
年

平
成
1
四
年

平
成
一
四
年

四
月

五
月

四
月

五
月

五
月

広
島
家
庭
裁
判
所
調
停
委
員
(
平
成
一
一
年
三
月
ま
で
)

交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
広
島
支
部
審
査
会
審
査
員
　
(
現
在
に
至
る
)

国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
入
札
監
視
委
員
会
委
員
　
(
平
成
一
七
年
三
月
ま
で
)

大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
　
(
大
学
設
置
分
科
会
)
　
専
門
委
員
　
(
平
成
一
七
年
三
月
ま
で
)

中
央
労
働
委
員
会
中
国
地
方
調
整
委
員
　
(
現
在
に
至
る
)



(
所
属
学
会
)

日
本
私
法
学
会

日
本
土
地
法
学
会
　
(
平
成
七
年
四
月
～
平
成
一
八
年
三
月
ま
で
中
国
支
部
長
)

日
独
法
学
会

中
四
国
法
政
学
会
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主
要
著
作
及
び
論
文
目
録

I
　
著
書
・
編
書

昭
和
四
九
二
九
七
四
)
辛

債
権
総
論
(
椿
寿
夫
編
、
分
担
執
筆
)
-
-
-
-
-
-
-
青
林
書
院
新
杜

別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
基
本
判
例
シ
リ
ー
ズ
4
　
判
例
民
法
a
 
M

債
権
総
論
・
契
約
総
論

(
中
川
淳
・
石
田
喜
久
夫
・
椿
寿
夫
編
'
分
担
執
筆
)
-
日
本
評
論
社

現
代
契
約
法
入
門
(
北
川
善
太
郎
編
'
分
担
執
筆
)
-
-
-
-
-
有
斐
閣

昭
和
五
〇
　
二
九
七
五
)
辛

民
法
3
0
0
題
(
民
法
演
習
ノ
ー
ト
)

(
水
本
浩
・
高
木
多
喜
男
編
'
分
担
執
筆
)
-
-
-
-
-
-
・
・
・
有
斐
閣

平
成
元
二
九
八
九
)
年
、
平
成
三
　
二
九
九
こ
年

EinfiihrungindasjapanischeZivilrecht,

Grundziigedesjap.BurgerlichenRechts,Vertragsrecht2

(
B
e
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T
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(
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f
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)
-
-
-
F
e
r
n
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
H
a
g
e
n
/
G
e
r
m
a
n
y

平
成
三
　
二
九
九
一
)
年

契
約
法
(
石
外
克
喜
編
'
分
担
執
筆
)
-
-
-
-
-
・
・
・
-
-
法
律
文
化
社

平
成
五
　
二
九
九
三
)
年

民
法
総
則
(
石
田
喜
久
夫
編
'
分
担
執
筆
)
-
-
-
-
-
-
-
青
林
書
院

平
成
六
　
(
一
九
九
四
)
年

契
約
法
〔
改
訂
版
〕
　
(
石
外
克
喜
編
、
分
担
執
筆
)
-
-
-
-
法
律
文
化
社

平
成
七
　
二
九
九
五
)
年

M
a
n
f
r
e
d
R
e
h
b
i
n
d
e
r
z
u
m
6
0
.
G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
(
H
.
T
a
k
a
h
a
s
h
i
(
H
r
s
g
.
)
)

・

N
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a
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o

S

o

g

o

P

r

i

n

t

i

n

g

/

H

i

r

o

s

h

i

m

a

平
成
一
三
　
(
二
〇
〇
I
)
午

現
代
民
事
法
改
革
の
動
向

(
高
橋
弘
・
後
藤
紀
「
辻
秀
典
・
紺
谷
浩
司
編
)
　
-
-
-
成
文
堂

平
成
一
七
年
(
二
〇
〇
五
)
午

現
代
民
事
法
改
革
の
動
向
Ⅱ

(
古
橋
弘
・
後
藤
紀
l
・
辻
秀
典
・
田
追
試
柘
)
　
-
・
-
-
・
・
成
文
堂

二
　
論
文

昭
和
四
四
　
二
九
六
九
)
年

後
期
ド
イ
ツ
普
通
法
学
説
に
お
け
る
積
極
的
債
権
侵
害
二
)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
一
六
巻
一
号

昭
和
四
五
　
二
九
七
〇
)
年

後
期
ド
イ
ツ
普
通
法
学
説
に
お
け
る
積
極
的
債
権
侵
害
(
二
)

-
-
-
-
-
-
-
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
一
六
巻
二
～
四
合
併
号

暇
痕
担
保
-
建
築
請
負
約
款
の
研
究
-
・
・
・
-
-
・
・
・
法
律
時
報
四
二
巻
九
号

昭
和
四
六
　
二
九
七
二
年

建
築
家
　
(
設
計
監
理
技
師
)
　
の
法
的
地
位
-
-
法
律
時
報
四
三
巻
一
二
号

昭
和
四
九
　
二
九
七
四
)
午

契
約
違
反
　
-
　
下
請
契
約



10

-
・
・
・
-
-
・
・
・
北
川
善
太
郎
弼
T
現
代
契
約
法
入
門
l
　
(
者
斐
問
)

昭
和
五
〇
　
(
I
九
七
五
)
辛

普
通
契
約
約
款
と
消
那
者
保
護
(
-
)
-
-
・
・
・
法
律
時
報
四
七
巻
l
〇
号

普
通
契
約
約
款
と
消
費
者
保
護
(
o
q
)
　
-
-
法
律
時
報
四
七
巻
二
号

昭
和
五
I
　
(
l
九
七
六
)
年

民
法
の
請
負
規
定
の
果
た
す
役
割
-
川
井
健
編
『
民
法
学
5
」
　
(
有
斐
閣
)

普
通
契
約
約
款
と
消
費
者
保
護
(
c
o
)
　
-
　
法
律
時
報
四
八
巻
二
号

普
通
契
約
約
款
と
消
訳
者
保
護
(
4
)
-
-
-
-
法
律
時
報
四
八
巻
九
号

普
通
契
約
約
款
と
消
算
者
保
護
(
5
)
-
　
　
法
律
時
報
四
八
巻
一
〇
n
'
p

昭
和
五
六
　
(
一
九
八
二
年

西
ド
イ
ツ
旅
行
契
約
法
の
成
立
過
程
-
　
　
　
　
　
広
L
?
法
学
五
巻
〓
1
p

西
ド
イ
ツ
旅
行
契
約
法
の
内
容
(
m
o
m
六
五
一
条
の
a
お
よ
び
b
)

旅
行
業
約
款
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
点

-
　
特
に
主
催
旅
行
約
款
を
中
心
と
し
て
-
-
-
-
-
私
法
四
四
号

昭
和
五
八
　
(
一
九
八
三
)
年

旅
行
業
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
-
-
-
-
-
-
-
広
島
法
学
六
巻
一
二
号

昭
和
五
九
　
(
一
九
八
四
)
年

パ
ッ
ク
旅
行
と
旅
行
業
者
の
責
任
-
-
-
-
-
-
-
交
通
法
研
究
一
二
号

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
升
者
約
款
規
制

・
・
・
-
-
経
済
企
画
庁
編
『
消
費
者
取
引
と
約
款
」
　
(
大
蔵
省
印
刷
局
)

昭
和
六
〇
　
二
九
八
五
)
辛

国
際
航
空
旅
客
運
送
約
款
中
の
無
効
条
項
と
問
題
条
項

-
　
ル
7
-
バ
ン
ザ
の
運
送
約
款
に
関
す
る
西
ド
イ
ツ
連
邦
通
常

裁
判
所
判
決
を
中
心
に

広
L
P
法
学
五
巻
二
*
・

法
律
時
報
五
七
巻
三
号

西
ド
イ
ツ
の
旅
行
契
約
法
I
パ
ッ
ク
旅
行
契
約
法
の
私
法
的
規
制

約
款
立
法
と
立
法
学
(
法
律
時
報
臨
時
増
刊
『
民
事
立
法
学
』
)

政
策
六
n
J
?

法
律
時
報
五
三
巻
一
四
号

昭
和
五
七
　
二
九
八
二
)
辛

免
許
・
責
任
制
限
約
款
の
研
究
‥
旅
行
約
款

I
主
催
旅
行
契
約
を
中
心
と
し
て
-
　
　
法
律
時
報
五
四
巻
六
号

西
ド
イ
ツ
旅
行
契
約
法
の
内
容
(
B
G
B
六
五
一
条
の
C
お
よ
び
d
)

旅
行
の
法
律
問
題

-
竹
内
昭
夫
・
龍
田
節
福
F
現
代
企
業
法
講
座
第
四
巻
企
業
取
引
j

(
東
京
大
学
出
版
会
)

普
通
契
約
約
款
と
消
費
者
保
護
I
最
近
の
動
向
に
つ
い
て

-
日
本
弁
護
士
連
合
会
福
丁
昭
和
五
九
年
度
日
弁
連
研
帽
叢
書
下
巻
j

平
成
二
　
二
九
九
〇
)
辛

漁
業
権
の
法
的
性
格
と
補
償
算
定
の
理
論

広
島
県
漁
業
補
償
制
度
研
究
会

旅
行
業
法
改
正

広
島
法
学
六
巻
l
号

ユ
リ
ス
ト
七
七
五
号

平
成
四
　
二
九
九
二
)
年

r
広
島
県
漁
業
補
償
制
度
調
査
研
究
報
告
書
」
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「
江
戸
時
代
に
お
け
る
契
約
及
び
契
約
書
」
覚
書
(
l
)

広
島
法
学
一
六
巻
二
号

平
成
五
年
二
九
九
一
二
年
)

「
江
戸
時
代
に
お
け
る
契
約
及
び
契
約
書
」
覚
書
(
二
)

広
島
法
学
一
六
巻
三
号

「
江
戸
時
代
に
お
け
る
契
約
及
び
契
約
書
」
覚
書
(
≡
)

広
島
法
学
一
六
巻
四
号

平
成
六
　
二
九
九
四
)
辛

旅
行
標
準
約
款
は
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
の
か

-
椿
寿
夫
編
『
講
座
　
現
代
契
約
と
現
代
債
権
の
展
望
　
第
四
巻
』

(
日
本
評
論
社
)

交
通
事
故
と
社
会
的
責
任
　
-
　
民
事
責
任
を
中
心
に
　
-

・
-
-
-
-
-
-
-
-
=
広
島
大
学
公
開
講
座
『
交
通
安
全
の
科
学
」

(
広
島
大
学
放
送
教
育
実
施
委
員
会
)

平
成
七
　
二
九
九
五
)
年

「
江
戸
時
代
に
お
け
る
建
設
請
負
契
約
及
び
契
約
書
」
覚
書
(
こ

広
島
法
学
一
八
巻
三
号

「
江
戸
時
代
に
お
け
る
建
設
請
負
契
約
及
び
契
約
書
」
覚
書
(
二
)

広
島
法
学
一
八
巻
四
号

平
成
九
　
二
九
九
七
)
年

被
爆
都
市
広
島
と
借
家
権

-
-
・
-
-
-
-
広
大
フ
ォ
ー
ラ
ム
三
三
六
号
(
二
九
期
言
喜

平
成
一
〇
　
二
九
九
八
)
年

広
島
の
被
爆
と
借
家
権
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
広
島
法
学
二
二
巻
一
号

平
成
二
　
二
九
九
九
)
辛

旅
行
主
催
者
の
倒
産
と
E
C
閣
僚
理
事
会
指
令
の
国
内
法
化
の

遅
延
に
基
づ
-
加
盟
国
の
国
家
賠
償
責
任

-
-
-
-
-
-
-
-
伊
藤
進
・
堀
龍
児
・
国
井
和
郎
・
新
美
育
文
福

『
椿
寿
夫
教
授
古
稀
記
念
・
現
代
取
引
法
の
基
礎
的
課
題
』

(
有
斐
閣
)

平
成
二
二
　
(
二
〇
〇
こ
年

消
費
者
契
約
法

-
-
-
-
-
-
-
高
橋
弘
・
後
藤
紀
一
・
辻
秀
典
・
紺
谷
浩
司
編

『
現
代
民
事
法
改
革
の
動
向
』
　
(
成
文
堂
)

平
成
一
四
　
(
二
〇
〇
二
)
辛
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e

c

h

t

i

m

W

a

n

d

e

l

s

e

i

n

e

s

s

o

z

i

a

l

e

n

u

n

d

technologischenUmfeldes,FestschriftfurManfredRehbinder,

V
e
r
l
a
g
C
.
H
.
B
e
c
k
,
M
u
e
n
c
h
e
n

平
成
一
五
　
(
二
〇
〇
三
)
辛

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
と
主
催
旅
行
契
約
-
-
-
-
-
-
広
島
法
学
二
七
巻
二
号

消
費
者
契
約
法
(
堀
田
親
臣
と
共
著
)

-
-
鳥
谷
部
茂
・
山
田
延
贋
編
著
『
消
費
者
法
』
　
(
大
学
教
育
出
版
)

平
成
〓
ハ
　
(
二
〇
〇
四
)
辛

示
談
成
立
後
に
発
生
し
た
損
害
の
賠
償
請
求
‥
人
工
骨
預
置
換
手
術
の
場
合

交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
編
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『
交
通
事
故
損
害
賠
償
の
新
潮
流
」
　
(
ぎ
ょ
う
せ
い
)

平
成
一
七
　
(
二
〇
〇
五
)
午

消
費
者
契
約
法
の
近
時
の
動
向
(
堀
田
親
臣
と
共
著
)

-
-
-
-
-
-
-
高
橋
弘
・
後
藤
妃
一
・
辻
秀
典
・
田
連
誠
編
著

『
現
代
民
事
法
改
革
の
動
向
Ⅱ
』
　
(
成
文
堂
)

平
成
l
八
　
(
二
〇
〇
六
)
年

E
U
と
日
本
に
お
け
る
主
催
旅
行
契
約
(
募
集
型
企
画
旅
行
契
約
)
の
状
沢

発
生
し
た
バ
ス
転
落
事
故
に
関
す
る
旅
行
主
催
者
の
責
任

-
-
-
-
-
-
-
判
例
評
論
三
八
三
号
(
判
例
時
報
一
三
六
四
号
)

台
湾
及
び
パ
キ
ス
タ
ン
を
旅
行
目
的
地
と
す
る
主
催
旅
行
の
実
施
中
に

発
生
し
た
バ
ス
転
落
事
故
に
関
す
る
旅
行
主
催
者
の
責
任

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
号

平
成
五
　
(
一
九
九
一
二
)
辛

建
築
請
負
契
約
に
お
け
る
「
仕
事
の
完
成
」
お
よ
び
「
暇
痕
」
の
判
定
基
準

広
島
法
学
三
〇
巻
言
了

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
六
号

三
　
判
例
研
究

昭
和
四
六
　
(
一
九
七
一
)
辛

左
官
請
負
契
約
に
お
け
る
暇
庇
担
保
-
-
-
-
-
法
律
時
報
四
三
巻
三
号

昭
和
四
八
　
(
l
九
七
三
)
年

請
負
契
約
の
合
意
解
除
と
請
負
人
の
保
証
人
の
責
任

平
成
七
　
二
九
九
五
)
午

パ
ッ
ク
旅
行
の
内
容
変
更
と
旅
行
業
者
の
責
任

-
-
-
-
消
費
者
取
引
判
例
百
選
(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
三
五
号
)

平
成
一
四
　
(
二
〇
〇
二
)
辛

建
築
確
認
申
請
の
た
め
名
義
貸
し
を
し
工
事
監
理
を
受
託
し
な
か
っ
た

l
級
建
築
士
の
不
法
行
為
責
任

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
四
号

民
商
法
雑
誌
六
七
巻
五
号

昭
和
五
六
　
二
九
八
二
年

工
事
請
負
約
款
に
よ
る
仲
裁
契
約
の
成
立
を
認
め
た
事
例

民
商
法
雑
誌
八
四
巻
二
号

イ
ム
ズ
四
三
九
号

加
藤
一
郎
・
米
倉
明
編

エ
ア
コ
ン
の
ロ
ー
ン
提
携
販
売
と
割
賦
販
売
法
第
六
条

四
　
辞
典
・
解
説

昭
和
五
三
　
(
一
九
七
八
)
辛

不
完
全
履
行
へ
積
極
的
債
権
侵
害
に
つ
い
て

平
成
三
　
二
九
九
二
年

台
湾
及
び
パ
キ
ス
タ
ン
を
旅
行
目
的
地
と
す
る
主
催
旅
行
の
実
施
中
に

『
ジ
ユ
リ
ス
ト
増
刊
　
民
法
の
争
点
』
　
(
有
斐
閣
)

昭
和
五
六
　
(
一
九
八
二
年
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旅
行
サ
ー
ビ
ス
及
び
レ
ジ
ャ
ー
会
員
権

北
川
善
太
郎
編
r
消
許
者
契
約
ガ
イ
ド
j
　
(
日
本
消
費
者
協
会
)

昭
和
六
〇
　
二
九
八
五
)
辛

不
完
全
履
行
、
積
極
的
債
権
侵
害
に
つ
い
て

-
加
藤
一
郎
・
米
倉
明
編
『
ジ
ユ
リ
ス
ト
増
刊
　
民
法
の
争
点
Ⅱ

(
積
椎
総
論
・
債
権
各
論
)
]
　
(
有
斐
閣
)

債
務
不
履
行
、
代
償
請
求
権
'
失
権
約
款
、
双
務
契
約
・
片
務
契
約
'
有

償
契
約
・
無
償
契
約

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
　
「
平
凡
社
大
百
科
事
典
」
　
(
平
凡
社
)

五
　
資
料
・
邦
訳
・
共
同
意
見

昭
和
四
三
　
(
L
九
六
八
)
年
～
昭
和
四
六
　
(
I
九
七
二
年

共
訳
(
西
ド
イ
ツ
)
損
害
賠
償
法
の
改
正
及
び
補
充
の
た
め
の

法
律
の
参
事
官
草
案
(
一
～
九
)

-
-
-
　
　
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
l
五
巻
言
7
-
l
八
巻
l
号

昭
和
四
七
　
二
九
七
二
)
年

法
曹
一
貫
教
育
ハ
ン
ブ
ル
ク
モ
デ
ル
案

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
一
八
巻
四
号

昭
和
五
二
　
二
九
七
七
)
辛

マ
ン
フ
レ
ッ
ド
・
レ
-
ビ
ン
ダ
ー
「
普
通
契
約
約
款
と
消
訳
者
保
護
」

広
島
大
学
政
経
論
茄
二
六
巻
六
号

昭
和
五
三
　
(
I
九
七
八
)
年

約
款
規
制
に
関
す
る
ド
イ
ツ
工
業
連
盟
の
通
達
と
見
解

約
款
規
制
に
関
す
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
関
連
立
法

広
島
法
学
一
巻
二
号

広
島
法
学
一
巻
三
・
四
合
併
号

広
島
大
学
政
経
論
叢
二
六
巻
六
号

昭
和
五
五
　
(
一
九
八
〇
)
年

マ
ン
フ
レ
ッ
ド
・
レ
-
ビ
ン
ダ
ー

「
ド
イ
ツ
売
買
法
に
お
け
る
製
造
者
及
び
販
売
者
の
保
証
」

-
　
『
磯
村
膏
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
　
市
民
法
学
の
形
成
と
展
開

下
&
1
　
(
^
間
)

昭
和
五
六
　
(
一
九
八
こ
年

西
ド
イ
ツ
旅
行
契
約
法
関
連
資
料
　
　
　
-
-
　
広
島
法
学
五
巻
言
1
p

約
款
紛
争
　
-
　
判
例
と
苦
情
例
‥
旅
行
契
約

(
日
本
私
法
学
会
民
商
合
同
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
)

N
B
L
二
四
一
号

西
ド
イ
ツ
の
パ
ッ
ク
旅
行
契
約
約
款
の
内
容
変
遷
比
較
表

民
商
法
雑
誌
八
四
巻
六
号

「
パ
ッ
ク
旅
行
の
暇
庇
」
　
に
関
す
る
西
ド
イ
ツ
判
例民

商
法
雑
誌
八
五
巻
一
号

一
九
七
六
年
一
二
月
六
日
の
並
日
通
契
約
約
款
の
規
制
に
関
す
る
法
律

昭
和
五
七
　
二
九
八
二
)
年

西
ド
イ
ツ
旅
行
契
約
法
の
立
法
理
由
と
対
案
理
由民

商
法
雑
誌
八
五
巻
四
号
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(
西
ド
イ
ツ
)
　
旅
行
契
約
に
関
す
る
普
通
契
約
約
款
ォ
ォ
p
q
l
九
八
〇
)

法
律
時
報
五
四
巻
六
号

「
成
年
後
見
制
度
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
試
案
」
に
対
す
る
丹
心
見

(
二
二
元
)
　
(
共
同
意
見
)

西
ド
イ
ツ
連
邦
法
務
省
に
よ
る
偶
権
法
請
負
契
約
規
定
の
改
正
提
案

(
ハ
ン
ス
・
レ
オ
・
ヴ
ア
イ
ヤ
ー
ス
教
授
担
当
部
分
)

広
L
?
法
学
二
二
巻
四
号

広
島
法
学
六
巻
一
号

旅
行
主
催
者
の
倒
産
の
場
合
に
お
け
る
旅
行
者
の
保
護
措
置
に
関
す
る

ド
イ
ツ
政
府
の
報
告

A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
G
e
s
c
h
a
e
f
t
s
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
u
n
d
V
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
s
c
h
u
t
z
-

G
e
s
e
t
z
g
e
b
u
n
g
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
d
e
s
A
G
B
-
G
e
s
e
t
z
e
s
　
広
島
法
学
六
巻
三
>

平
成
四
　
二
九
九
二
)
辛

主
催
旅
行
契
約
に
関
す
る
資
料
(
1
)
-
・
・
・
-
・
・
・
広
島
法
学
1
五
巻
三
号

主
催
旅
行
契
約
に
関
す
る
資
料
(
二
)
-
-
-
-
広
島
法
学
一
五
巻
四
号

わ
が
国
に
お
け
る
建
設
績
只
契
約
の
変
遷
(
江
戸
か
ら
昭
和
戦
後
ま
で
M
l
)

広
島
法
学
二
二
巻
三
号

平
成
I
一
l
　
(
二
〇
〇
〇
)
午

オ
ラ
ン
ダ
民
法
典
中
の
　
(
主
催
)
　
旅
行
契
約
-
-
広
島
法
学
二
四
巻
二
号

パ
ッ
ク
旅
行
に
関
す
る
1
九
九
〇
年
六
月
t
三
日
の
E
C
閣
僚
理
事
会

指
令
の
施
行
の
た
め
の
(
ド
イ
ツ
の
)
法
律
の
立
法
理
由
と
対
案
理
由
(
こ

1
Z
.
1
山
法
　
　
川

広
畠
法
学
一
六
巻
二
号

わ
が
国
に
お
け
る
廷
設
論
負
契
約
の
変
造
(
江
戸
か
ら
昭
和
戦
後
ま
で
)
(
二
)

広
島
法
学
一
六
巻
三
号

わ
が
国
に
お
け
る
廷
設
請
負
契
約
の
変
造
一
江
戸
か
ら
昭
和
戦
後
ま
で
)
(
三
二
元
)

ド
イ
ツ
の
一
九
九
四
年
二
月
一
四
日
の
旅
行
主
催
者
の
情
報
提
供

義
務
に
関
す
る
命
令
と
そ
の
発
布
理
山
-
-
-
-
広
民
法
学
二
四
巻
二
日
丁

平
成
二
二
　
(
二
〇
〇
こ
年

ス
ペ
イ
ン
の
「
パ
ッ
ク
旅
行
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」

広
島
法
学
l
六
巻
四
号

広
島
法
学
二
四
巻
三
号

平
成
五
　
二
九
九
三
)
辛

英
国
旅
行
業
協
会
の
旅
行
主
催
者
行
為
規
約
と
関
連
資
料

パ
ッ
ク
旅
行
に
関
す
る
一
九
九
〇
年
六
月
1
三
日
の
E
C
閣
僚
理
事
会

指
令
の
施
行
の
た
め
の
(
ド
イ
ツ
の
)
法
律
の
立
法
理
由
と
対
案
理
由
(
二
)

広
島
法
学
l
七
巻
二
号

蝣
'
-
r
-
法
半
.
1
川
H
i
三
日
ゾ

平
成
〓
　
(
一
九
九
九
)
午

「
成
年
後
見
制
度
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
試
案
」
に
対
す
る
意
見
(
i
)

(
共
同
立
見
)

パ
ッ
ク
旅
行
に
関
す
る
l
九
九
〇
年
六
月
1
三
日
の
E
C
閣
僚
理
事
会

指
令
の
施
行
の
た
め
の
(
ド
イ
ツ
の
)
法
律
の
立
法
理
由
と
対
案
理
由
(
≡
)

広
島
法
学
二
四
巻
四
号

広
島
法
学
二
二
巻
三
号

一
九
九
三
年
六
月
一
八
日
の
パ
ッ
ク
旅
行
に
関
す
る
ス
イ
ス
連
邦
法
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広
島
法
学
二
五
巻
1
号

指
令
9
0
/
3
1
4
E
E
C
の
施
行
に
関
す
る
報
告
(
l
)

ス
イ
ス
旅
行
業
協
会
の
l
九
九
四
年
八
月
版
普
通
契
約
・
旅
行
約
款

広
島
法
学
二
七
巻
二
号

広
島
法
学
二
五
巻
一
号

英
国
旅
行
業
協
会
の
旅
行
主
催
者
行
為
規
約
(
こ

J
-
 
'
-
 
-
^
法
　
∴
'
r
=
^
J
|
日
.
ち

平
成
〓
ハ
　
(
二
〇
〇
四
)
年

E
C
加
盟
国
の
国
内
法
に
お
け
る
パ
ッ
ク
旅
行
に
関
す
る

指
令
9
0
/
3
1
4
E
E
C
の
施
行
に
関
す
る
報
告
(
二
・
完
)

英
国
旅
行
業
協
会
の
旅
行
主
催
者
行
為
規
約
(
二
)

広
島
法
学
二
七
巻
四
号

広
島
法
学
二
五
巻
二
号

マ
ン
フ
レ
ッ
ド
・
レ
-
ビ
ン
ダ
ー
「
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
に
よ
る
約
款
法
」

オ
ー
ス
-
リ
ア
の
消
費
者
保
護
法
中
の
「
主
催
旅
行
契
約
」

-
蝣
.
 
'
-
 
-
蝣
^
辻
牛
∵
八
O
J
 
I
:
o

広
島
法
学
二
五
巻
二
号

平
成
一
四
　
(
二
〇
〇
二
)
辛

ド
イ
ツ
に
お
け
る
旅
行
規
定
第
二
改
正
法
と
旅
行
契
約
法
の
改
正
規
定

広
島
法
学
二
六
巻
一
号

「
担
保
執
行
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
　
に
対
す
る
意
見

(
共
同
意
見
)

約
款
規
制
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
-
　
　
広
・
L
P
法
学
二
八
巻
1
号

ド
イ
ツ
差
止
訴
訟
法
・
・
・
-
-
・
-
-
・
-
-
-
-
-
・
広
出
法
学
二
八
巻
言
:
・
>

「
動
産
・
債
権
該
渡
に
係
る
公
示
制
度
の
整
備
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
試

案
」
　
に
対
す
る
意
見
(
共
同
意
見
)
-
-
-
-
-
広
島
法
学
二
八
巻
一
号

「
保
証
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
対
す
る
意
見

(
共
同
意
見
)

広
島
法
学
二
六
巻
二
号

広
島
法
学
二
八
巻
1
号

「
建
物
区
分
所
有
法
改
正
要
綱
中
間
試
案
」
　
に
対
す
る
意
見
(
共
同
意
見
)

-
蝣
.
.
 
'
"
^
法
　
二
」
:
&
∵
‖
r

「
新
た
な
土
地
境
界
碓
定
制
度
の
創
設
に
価
格
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」

に
対
す
る
市
心
見
(
共
同
意
見
)

平
成
一
五
　
(
二
〇
〇
二
[
)
辛

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
不
動
産
担
保
法
制
(
こ
　
(
共
同
研
究
)

広
島
法
学
二
八
巻
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